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議
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草
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昭
三
君
提
出
合
併
浄
化
槽
の
設
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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一
に
つ
い
て 

厚
生
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
年
度
以
降
の
浄
化
槽
の
設
置
基
数
及
び
そ
の
う
ち
合
併
処
理
浄
化
槽

の
占
め
る
割
合
の
推
移
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

      

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
合
併
浄
化
槽
の
設
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

 

三 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

浄
化
槽
法(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号)
の
制
定
に
よ
り
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
及
び
清
掃
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
技
術
上
の
基
準
が
定
め
ら
れ
、
ま
た
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
資
格
制
度
が
設

け
ら
れ
る
等
、
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
係
る
制
度
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
旧
基
準
適
用
の
浄
化
槽 

厚
生
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
九
年
度
末
に
お
い
て
、
旧
基
準
適
用
の
浄
化
槽
は
四
百
一
万
五
千
七

百
九
十
九
基(

七
十
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト)

、
新
基
準
適
用
の
浄
化
槽
は
百
二
十
四
万
六
千
二
十
四
基(

二
十
三

・ 
 

 
 

 

七
パ
ー
セ
ン
ト)

で
あ
る
。 

全
ば
つ
気
方
式
の
し
尿
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
流
入
水
量
及
び
水
質
の
変
動
、
汚
泥
管
理
状
況
等
に
よ
り
十

分
な
処
理
機
能
を
発
揮
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
に
廃
止
し
た
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



 

五 

に
つ
い
て
も
適
正
な
維
持
管
理
の
徹
底
を
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
浄
化
槽
の
放
流
水
に
よ
り
生
活
環

境
の
保
全
又
は
公
衆
衛
生
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
引
き
続
き
各
種
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た 

い
。 

五
に
つ
い
て 

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
に
係
る
国
の
助
成
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
小
規
模
な
合
併
処
理
方
式
の
し
尿
浄
化
槽
の
構
造
基
準
に
つ
い
て
は
、
そ
の
策
定
を
検
討
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




